
第５ 法第４条に基づく措置の実施状況（別表１及び別表２） 

（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：百万円） 

 平成21年12月末 平成 22 年３月末 平成 22 年６月末 平成22年９月末 平成 22 年 12 月末 平成 23 年３月末 平成 23 年６月末 平成 23 年９月末 平成23年12月末 平成 24 年３月末 

貸付けの条件の変更等の申

込みを受けた貸付債権の額 
７１ ３６４ ７２６ ７２６ １，０３３ １，０３３ １，０３３ １，０５４   

 うち、実行に係る貸付債

権の額 
０ ０ １５０ １８３ ４９０ ４９０ ４９０ ４９０   

うち、謝絶に係る貸付債

権の額 
０ １５ １６９ １６９ １６９ １６９ １６９ １６９   

うち、審査中の貸付債権

の額 
７１ １１７ ３２ ０ ０ ０ ０ ２１   

うち、取下げに係る貸付

債権の額 
０ ２３０ ３７３ ３７３ ３７３ ３７３ ３７３ ３７３   

うち信用保証協会等によ

る債務の保証を受けてい

た貸付債権のうち実行に

係る貸付債権の額 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０   

うち信用保証協会等によ

る債務の保証を受けてい

た貸付債権のうち謝絶に

係る貸付債権の額 

０ ０ ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ ７０   

 

 

 

 

 

 

 



（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：件） 

 
平成21年12月末 平成 22 年３月末 平成 22 年６月末 平成 22 年９月末 平成22年12月末 平成 23 年３月末 平成 23 年６月末 平成 23 年９月末 平成23年12月末 平成 24 年３月末 

貸付けの条件の変更等の申

込みを受けた貸付債権の数 
４ １０ １６ １６ １７ １７ １７ １８   

 うち、実行に係る貸付債

権の数 
０ ０ ２ ４ ５ ５ ５ ５   

うち、謝絶に係る貸付債

権の数 
０ ３ ５ ５ ５ ５ ５ ５   

うち、審査中の貸付債権

の数 
４ １ ２ ０ ０ ０ ０ １   

うち、取下げに係る貸付

債権の数 
０ ６ ７ ７ ７ ７ ７ ７   

うち信用保証協会等によ

る債務の保証を受けてい

た貸付債権のうち実行に

係る貸付債権の数 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０   

うち信用保証協会等によ

る債務の保証を受けてい

た貸付債権のうち謝絶に

係る貸付債権の数 

０ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４   

 

 

 

 

 

 

 

 



第６ 法第５条に基づく措置の実施状況（別表３及び別表４） 

（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：百万円） 

 
平成21年12月末 平成 22 年３月末 平成 22 年６月末 平成 22 年９月末 平成22年12月末 平成 23 年３月末 平成 23 年６月末 平成 23 年９月末 平成23年12月末 平成 24 年３月末 

貸付けの条件の変更等の申

込みを受けた貸付債権の額 
１３ ６８ ９４ １１４ １１８ １２９ １６５ １７０   

 
うち、実行に係る貸付債権の額 ０ ３０ ４６ ８０ ９２ １０１ １３７ １３７   

うち、謝絶に係る貸付債権の額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０   

うち、審査中の貸付債権の額 １３ ３８ ３４ ２０ １１ １ ０ ４   

うち、取下げに係る貸付債権の額 ０ ０ １４ １４ １４ ２５ ２７ ２７   

 

（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：件） 

 
平成21年12月末 平成 22 年３月末 平成 22 年６月末 平成 22 年９月末 平成22年12月末 平成 23 年３月末 平成 23 年６月末 平成 23 年９月末 平成23年12月末 平成 24 年３月末 

貸付けの条件の変更等の申

込みを受けた貸付債権の数 
１ ７ １０ １２ １３ １６ １９ ２０   

 
うち、実行に係る貸付債権の数 ０ ２ ６ ９ １１ １２ １５ １５   

うち、謝絶に係る貸付債権の数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０   

うち、審査中の貸付債権の数 １ ５ ３ ２ １ ２ ０ １   

うち、取下げに係る貸付債権の数 ０ ０ １ １ １ ２ ４ ４   

 

（注）法第４条および第５条に基づく措置の実施状況における，「貸付けの条件の変更等」の定義等は，「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対す

る金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。 


